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１． 事業者名 有限会社　木下組

２． 代表者氏名 代表取締役　木下　章

３． 所在地 〒４２１－０４０６
静岡県牧之原市勝田１２５８番地

４． 主に営む事業 土木工事業　　舗装工事業　  とび・土工工事業    
水道施設工事業

５． 従業員数 10名

６． 環境管理責任者　 木下　正章

７． 連絡先 TEL
FAX
（E-mail：　kinoshita@circus.ocn.ne.jp）

８． 許可の内容
《建設業》

　　静岡県知事許可　（般-3）　第016876号

許可年月日 　令和　3年　7月　7日　

許可の有効期間 　令和3年7月20日　から　令和8年7月19日まで

　　 (土木）（とび・土工）（石）（舗装）（しゅんせつ）（水道施設）

《産業廃棄物収集運搬》 　　第02201121187号  (自社運搬のみ）
許可年月日 　令和　2年　9月　1日
許可の有効期限 　令和　7年　8月　31日
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（石綿含有廃棄物を除く）、金属くず、
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（石綿含有廃棄物を除く）
がれき類（石綿含有廃棄物を除く）、木くず

以上　5品目

９． 事業の規模

① 設立（現在地）

② 事業規模
単位 R4

百万円 123
人 10

ｍ2 258

ｍ2 437

１０． 会社設立年月日

１１． レポートの対象期間及び発行日

１２． 認証・登録の対象範囲

対象組織　有限会社木下組　本社、倉庫・車庫1、倉庫・車庫2
対象活動　　　建設事業（土木、とび・土工、石、舗装、しゅんせつ、水道施設）

（0548）-28-0332
（0548）-28-0571

事務所床面積

環境経営レポート発行日（令和5年   6月   8日）

昭和62年6月1日

環境経営レポート対象期間（ 令和4年4月1日～令和5年3月31日）

倉庫床面積

　組織の概要

昭和43年4月

活動規模
完成工事高
従業員
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＜環境管理組織における機能＞
経営責任者

① エコアクション２１に関する代表責任者
② 環境管理責任者の任命
③ 環境方針の制定、改訂、社員への周知
④ 活動状況の評価と見直しの指示
⑤ 環境への取組を適切に実行する為の経営資源(人､もの､金､情報等)の準備
⑥ 経営における課題とチャンスの明確化
⑦ 実施体制の確立と全従業員への周知

環境管理責任者
① 代表者に代わり、環境経営システムの構築、運用、管理
② 代表者への進捗報告
③ 環境目標及び環境計画の作成

EA-21活動事務局
① 環境目標、活動計画の策定
② 環境活動レポートの作成
③ 環境法規制最新版管理
④ 環境負荷，取組結果等のデータの把握

社員 (事務部・工事部）
① エコドライブの実施
② ゴミの分別・リサイクル実施
③ 環境関連法規の遵守

　実施体制

（エコリーダー） （エコリーダー）

木下　久江 木下　正章

作成日：令和 4年  3月  1日

経営責任者

事務部 現場部

（代表取締役社長）

木下　章

環境管理責任者

EA-21活動事務局

木下　久実

木下　正章
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《企業理念》 　　～　地球と共に　～

《環境方針》

1．

　

① 電気・燃料の使用量の削減により、二酸化炭素排出量の削減

② 産業廃棄物・一般廃棄物の排出量削減とリサイクルの推進

③ 水道使用量の削減

④ エコ商品の利用の推進

⑤ 工事は環境を配慮した施工

⑥ 地域貢献及びボランティア活動への積極的な参加

3． 環境関連法規制を遵守致します。

4．

制定年月日 平成　30年　2月　28日

  有 限 会 社　 木 下 組
  代表取締役 　木下　章

環境経営方針

有限会社木下組は、お茶所牧之原・静波海水浴場と緑豊かな自然に恵まれた環境に
あり、地元建設業者としてこの地域の資本整備を営みながら自然との調和を心掛け、 環
境保全・保護活動をしていきます。

社員が事業活動の環境に与える影響を把握し、地球環境を常に意識し改善活動
に取組みます。

2． 環境目標を定め成果を把握し継続的に管理し向上に努めます。

環境活動レポートを社内外へ公開し、環境への意識向上に努めます。
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１．運用期間（令和4年4月〜令和5年3月）の環境目標

基準年度

目標削減率 目標値

kg‐CO2 77,139 -6% 72,511

kg‐CO2 20,428 -6% 19,202

電力 kWh 6,689 -6% 6,288

ガソリン Ｌ 7,410 -6% 6,965

kg‐CO2 56,481 -6% 53,092

軽油 Ｌ 21,850 -6% 20,539

一般廃棄物 ㎏ 51 -6% 48

建設混合廃棄物 ㎏ 1,040 - 1,040以下

ｍ3 41

建設副産物リサイクル率向上 ％ 94% 95%

環境配慮工事評価点の向上 点 79.6点 80点

1． 上水道使用量の削減では上水道の使用量が少なく、地下水を利用している為、維持管理としている。

２．中長期の環境目標

H29年度 令和6年度 令和7年度

基準年（実績） 目標削減率 目標値 目標 目標

kg‐CO2 77,139 -7% 71,739 -8% -9%

kg‐CO2 20,428 -7% 18,998 -8% -9%

電力 kWh 6,689 -7% 6,221 -8% -9%

ガソリン Ｌ 7,410 -7% 6,891 -8% -9%

kg‐CO2 56,481 -7% 52,527 -8% -9%

軽油 Ｌ 21,850 -7% 20,321 -8% -9%

一般廃棄物 ㎏ 51 -7% 47 -8% -9%

建設混合廃棄物 ㎏ 1,040

ｍ3 41

建設副産物リサイクル率向上 ％ 94%

環境配慮工事評価点の向上 点 79.6点

1． 「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、中部電力（平成29年度）の調整後排出係数「0.472㎏-CO2/kWh」を使用した。

内訳

二酸化炭素排出量(現場)

内訳

廃棄物

二酸化炭素排出量(現場)

内訳

廃棄物

維持管理

単位

維持管理

1,040㎏以下

上水道使用量の削減

環境に配慮し
た自社の取り
組み

令和5年度

会社の二酸化炭素排出量

会社の二酸化炭素排出量

二酸化炭素排出量(事務所)

内訳

環境経営目標

項目 単位

運用期間

H29年度(実績)
令和4年度

80点

上水道使用量の削減

項目

95%環境に配慮し
た自社の取り

組み

二酸化炭素排出量（事務所）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

木下久実

木下正章

木下久実

木下正章

木下久実

木下正章

木下正章

現場周辺の美化活動

漏水の検針票チェック

5.地域貢献

近隣の草刈り（4月～11月）

印刷設定の確認

FAXの裏紙使用

仮設資材、用具のリユース化

再資源化の促進

建設副産物のリサイクル

スケジュール

現場での事前調査の実施

環境配慮工事の評価点の向上

4.環境に配慮した施工

3.節水

電子マニフェストでの管理

書類のPDF化

日常・定期点検の実施

再資源化の促進

節水表示

廃棄物の分別化

水の使い分け徹底

事務所

コピー用紙の両面使用

2.廃棄物の削減

車両・重機のエコ運転の周知

必要以上のアイドリングの禁止

タイヤの空気等の確認

過積載の禁止

低燃費低排気車両の購入

ｶﾞｿﾘﾝ・軽油

エアコンの温度設定表示

ﾌｨﾙﾀｰの定期清掃

使用されない部屋の空調停止

事務所照明のLED化

節電表示の設置

1.二酸化炭素排出量の削減

電力

　環境経営計画
（取組期間：令和4年4月～令和5年3月）

取組内容 責任者
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運用期間（令和4年4月〜令和5年3月）の環境目標の実績

目標
削減率

目標値 実績値
実績

削減率
評価

kg‐CO2 -6% 72,511 63,151 -13% 〇

kg‐CO2 -6% 19,202 10,061 -48% 〇

電力 kWh -6% 6,288 4,906 -22% 〇

ガソリン Ｌ -6% 6,965 3,336 -52% 〇

kg‐CO2 -6% 53,092 53,090 0% 〇

内訳 軽油 Ｌ -6% 20,539 20,543 0% 〇

一般廃棄物排出量 kg -6% 48 47 -2% 〇

建設混合廃棄物 ㎏ - 1,040以下 780 -25% 〇

ｍ3 33 -

建設副産物
リサイクル率向上

％ 95% 96.3% 〇

環境配慮工事
評価点の向上

点 80点 78.2点 ×

＜備考＞　1. 削減比率は、目標値に対する削減量の割合である。

＜是正と処置＞　　　

　　　実績の削減率が10％を上回った場合は「是正処置確認報告書」を使用し是正を実施する。

基準期間

平成29年度

基準値 削減率等 目標値
kg‐
CO2

77,139 -7% 71,739

kg‐
CO2

20,428 -7% 18,998

電力 kWh 6,689 -7% 6,221

ガソリン Ｌ 7,410 -7% 6,891

kg‐CO2 56,481 -7% 52,527

軽油 Ｌ 21,850 -7% 20,321

一般廃棄物排出量 kg 51 -7% 47

建設混合廃棄物 kg 1,040 - 1,040以下

m3 41

建設副産物
リサイクル率向上

％ 94% 95%

環境配慮工事
評価点の向上

点 76.90% 80点

<備考>　　1. 環境配慮工事評価点は目標を80点以上とする。

令和5年

環境に配慮
した自社の
取り組み

内訳

会社の二酸化炭素排出量

項目

内訳

次年度の環境経営目標

環境に配慮した自社の取り組み

56,481

21,850

二酸化炭素排出量（事務所） 20,428

廃棄物
1,040

　　　　　　　2. 環境配慮の工事評価点の向上は各年度での平均点数とする。

単位

51

二酸化炭素排出量（現場）

廃棄物

水道使用量の削減

維持管理

　　　　　　　3. 二酸化炭素排出量(事務所)は事務所電力、ｶﾞｿﾘﾝ、事務所LPGの合計。(現場)は軽油、現場LPG
の合計。

次年度(令和5年度)の環境経営目標

94%

76.9点

環境経営目標の実績とその評価
次年度の環境経営目標

項目 単位

基準年度 運用期間

77,139

平成29年度 令和4年度（Ｒ4/4/1 ～R5/3/31）

基準値

会社の二酸化炭素排出量

7,410

水道使用量の削減 41

二酸化炭素排出量（現場）

内訳
6,689

              　　2. 建設副産物リサイクル率向上の目標値は基準年94％を下回る事のないよう実績を把握していく。

二酸化炭素排出量（事務所）

維持管理
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評価 内容

木下久実

〇 一部LED化

〇 実施

〇 1回/3ケ月

〇 実施

〇 実施

木下正章

〇 実施

〇 実施

〇 実施

〇 実施

〇 実施

〇 実施

木下久実

〇 実施

〇 実施

〇 実施

〇 実施

木下正章

〇 実施

〇 実施

〇 実施

〇 実施

木下久実

〇 実施

〇 実施

〇 実施

木下正章

〇 実施

〇 実施

○ 実施

木下正章

〇 実施

〇 実施

継続実施

5.地域貢献

4.環境に配慮した施工

水の使い分け徹底

漏水の検針票チェック

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

環境配慮工事の評価点の向上

現場周辺の美化活動 継続実施

4月～11月継続実施

継続実施

近隣の草刈り

継続実施

継続実施

継続実施

現場での事前調査の実施

節水表示

再資源化の促進

継続実施

継続実施

3.節水

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

ﾌｨﾙﾀｰの定期清掃

適材適所で使用　

エアコンの温度設定表示

ｶﾞｿﾘﾝ・軽油

使用されない部屋の空調停止

コピー用紙の両面使用

書類のPDF化

事務所

印刷設定の確認

FAXの裏紙使用

継続実施

環境経営計画に基づき実行した取組と評価

（取組期間：令和4年4月～令和5年3月）

取組内容 責任者

1.二酸化炭素排出量の削減

評価 次年度の取組

内容

電力

継続実施事務所照明のLED化

節電表示の設置

車両・重機のエコ運転の周知

過積載の禁止 継続実施

必要以上のアイドリングの禁止

タイヤの空気等の確認

継続実施

2.廃棄物の削減

日常・定期点検の実施

低燃費低排気車両の購入

継続実施

再資源化の促進

建設副産物のリサイクル

廃棄物の分別化

電子マニフェストでの管理

仮設資材、用具のリユース化
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 【省エネ家電へ買替】 　  【LED電球への交換】

【コピー・FAX用紙の再利用】

　   　　　　　　【省エネ　ブラインドの設置】

　　　        　             【網戸の設置】
　　　　　【省エネルギー設備の購入】

 当 社 の 取 組 み

　【分別ごみ箱の設置】
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◆地域との融合◆

　・令和4年8月22・23・24日
道路愛護奉仕作業　150号BP地頭方IC付近

　　地元建友会主催の除草・清掃活動への参加（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動）

　・本社社屋周辺での地域貢献 　・現場周辺での地域貢献

　　  事務所周辺の草刈
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

木下久実

木下正章

木下久実

木下正章

木下久実

木下正章

木下正章

次年度　環境経営計画

（取組期間：令和5年4月～令和6年3月）

取組内容 責任者
スケジュール

1.二酸化炭素排出量の削減

事務所照明のLED化

節電表示の設置

電力

ﾌｨﾙﾀｰの定期清掃

エアコンの温度設定表示

使用されない部屋の空調停止

ｶﾞｿﾘﾝ・軽油

車両・重機のエコ運転の周知

必要以上のアイドリングの禁止

タイヤの空気等の確認

過積載の禁止

低燃費低排気車両の購入検討

日常・定期点検の実施

2.廃棄物の削減

事務所

コピー用紙の両面使用

印刷設定の確認

FAXのリサイクル紙使用

水の使い分け徹底

4.環境に配慮した施工

漏水の検針票チェック

節水表示

現場での事前調査の実施

再資源化の促進

現場周辺の美化活動

5.地域貢献

近隣の草刈り（4月～11月）

環境配慮工事の評価点の向上

書類のPDF化

建設副産物のリサイクル

廃棄物の分別化

電子マニフェストでの管理

仮設資材、用具のリユース化

再資源化の促進

3.節水
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１． 環境関連法規の遵守状況

　　当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

評価日　令和5年3月31日

評価者　環境管理責任者　木下正章

条項 適用内容または規制基準値 備考 遵守評価

第6条の2第6項 一般廃棄物の収集運搬業者への委託処理 市条例の収集・処理基準の遵守 ○

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管
・保管基準の遵守、保管場所の表示（60cm×
60cm　以上掲示）
・廃棄物の悪臭・飛散防止

○

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理 収集運搬及び処分許可業者への委託 ○

第12条第6項 運搬又は処分を委託する場合の処理基準の遵守 処理業者と契約契約書の締結 ○

第12条の3第1項 マニフェストの交付（電子マニフェスト） ○

第12条の3第2項 マニフェストの保管 Ａ票、5年間保管 該当なし

第12条の3第6項 マニフェストの保管 B2、D、E票の5年間保管 該当なし

第12条の3第7項 マニフェスト交付状況の知事報告 6/30までに報告書提出 該当なし

第12条の3第8項 管理票写しの送付がない時の適切な措置の実施
運搬又は処分業者からのＢ2（90日以内）,D,E票
（180日以内）の期間内返却

該当なし

計画等の報告 該当なし

実施の状況の報告 ○

第14条第1項 産業廃棄物の収集運搬業の許可 県知事の許可 ○

第14条第12項 産業廃棄物処理基準の順守 産業廃棄物収集運搬業者 ○

第22条 産業廃棄物収集運搬実績の知事報告 ○

第14条の2 産業廃棄物の収集運搬業の許可等変更 県知事の許可 ○

第5条 建設業者の責務 分別の励行、リサイクルの推進 ○
第9条 対象建設工事受注者又は自主施工者の分別解

体等の実施
解体工事-80㎡以上
新築・増築工事-500㎡以上
その他の工作物に関する工事（土木工事等－500
万円以上）

該当なし

第10条 対象建設工事の発注者又は自主施工者の対象
工事の届出

発注者に工事計画等を説明し工事着手7日前まで
に市長に届出書を提出 該当なし

第12条 対象建設工事受注者の発注者への届出事項の
説明

該当なし

第16条 対象建設工事受注者の再資源化等の実施
該当なし

第18条 対象建設工事の元請業者による発注者への特定
建設資材廃棄物の再資源化工事等の完了報告

発注者への完了報告
該当なし

第31条 技術管理者の設置（解体工事の監督） 該当なし

第14条 特定建設作業の実施の届出
バックホウ（原動機定格出力80KW以上）を使用す
る作業

該当なし

第15条 規制基準の遵守（指定地域・時間帯規制） 〇

第14条 特定建設作業の実施の届出 くい打機 該当なし

第15条 規制基準の遵守（指定地域・時間帯規制） 〇

第10条 浄化槽の保守点検及び清掃に実施 保守点検及び定期清掃の実施 ○

第10条の2 浄化槽の使用開始報告書の提出 使用開始から30日以内に県知事へ提出 ○

第11条 指定検査機関による水質に関する検査の実施 法定検査の実施（１回／年） ○

家電リサイクル法（特定家庭用機器再
商品化法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者等
への適切な引き渡し、料金の支払

指定家電（テレビ・冷蔵庫他）廃棄時のサイクル料
金の支払

該当なし

資源有効利用促進法(PC回収省令) 第4条 指定再資源化製品のリサイクル パソコン破棄時 該当なし

第8条 使用済自動車の引渡義務

第73条 使用済自動車の引き取り業者への引き渡し リサイクル料金の支払（廃車時）

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
①自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施
電動機定格出力に応じ有資格者による「定期点
検」

①企業・法人の管理者が確認
ﾊﾞｯｸﾎｳ(SK60SR)、ﾍﾟｰﾛｰﾀﾞｰ、製氷機 〇

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
②空調機（50kW以上）１年に１回以上
③空調機（7.5kW～50kW未満）３年に１回以上
④冷凍冷蔵機器（7.5kW以上）１年に１回以上

②、③、④
有資格者による定期点検実施

該当なし

第41条 第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務
製品管理者のフロン類回収業者へのフロン類の引き
渡し義務 該当なし

第3条の１ 国土交通大臣に対する一般建設業の許可の申請 ○

第25条第１項 主任技術者の設置 ○

第25条第2項 管理技術者の設置 ○

第82条 産業廃棄物管理責任者の設置 ○

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 ○

静岡県盛土等の規制に関する条例 盛土規制法 残土搬入の許可申請 残土処分業者への運搬作業 〇

２． 違反、訴訟等の有無

   関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟は過去３年間ありませんでした。

環境関連法規の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

法規・条例・規制

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清
掃に関する法律）

建設リサイクル法（建設工事に係る資
材の再資源化等に関する法律）

騒音規制法

振動規制法

浄化槽法

自動車リサイクル法（使用済自動車の
再資源化等に関する法律）

〇

前年度産業廃棄物が1,000t以上第12条の9

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関
する条例

第16条

フロン排出抑制法（フロン類の使用の合
理化及び管理の適正化に関する法律）

建設業法

静岡県
条例
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作成　 令和5年     5月     15日

確認

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □ 特に問題ありません

6 □

7 □

8 □

わが社がエコアクション21を取得し始め、

良い仕事さえすれば良の職人だった従業員達が不器用ながらもエコや環境を日常的に考えて行動する様に

なってきています。建設業は人の暮らしを支える産業ですが、反面、環境負荷を発生させている事もありえます。

企業として環境保全に興味を持ち行動できる人材育成、環境に易しい設備投資など環境負荷を減らす努力をし

人がより良く暮らせる事を支えられる企業として、日々意識して行動して欲しいと思います。

今年度は全体的にCO2削減出来ています、この調子で努力していきましょう。

有限会社　木下組

代表取締役　　　静岡　太郎木下　章

変更の
必要性

1 有 ・ 無

2 有 ・ 無

3 有 ・ 無

4 有 ・ 無

5 有 ・ 無

6 有 ・ 無その他（外部への対応）

環境経営計画

環境に関する組織（実施体制含
め）

その他のシステム要素

２
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

その他（                      ）

「有」の場合の指示事項等

環境経営方針

環境経営目標

令和  5年  　6月  　2日

見直し項目

環境関連法規要求一覧及び遵守
状況

朝礼時、施工する工事に関連する法令・条例等の注意喚起を行い作業員
に意識を持たせる

外部コミュニケーション・対応記録

問題点の是正・予防措置の実施
状況

継続して取り組みます

取引先、業界、関係行政機関、そ
の他の外部動向

特にありません

　代表者による全体の評価と見直し・指示

１
・
見
直
し
関
連
情
報

項    目 ：（必要に応じて評価・コメント記載）

エコアクション21文書 記録・文書として作成

環境経営目標及び目標達成状況 未達成項目の目標の検討　(環境配慮工事評価点の向上)

環境経営計画及び取り組み実施
状況

継続して取り組みます

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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